
 第１３号議案 

 

 

亀岡市立義務教育学校設置条例の制定について 

 

 亀岡市立義務教育学校設置条例を次のように制定するものとする。 

 

   平成２８年１２月５日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市立義務教育学校設置条例 

 

 （設置） 

第１条 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第３８条及び第 

４９条の規定に基づき、次のとおり義務教育学校を設置する。 

名 称 位 置 

亀岡市立亀岡川東学園 亀岡市馬路町溝ノ上１４番地の４ 

 

 （委任） 

第２条 この条例に定めるもののほか、義務教育学校の管理運営に

関し必要な事項は、亀岡市教育委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （亀岡市立小学校設置条例の一部改正） 

２ 亀岡市立小学校設置条例（昭和３９年亀岡市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２９条」を「第３８条」に改め、表第１３の項を 
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削り、第１４の項を第１３の項とし、第１５の項から第１８の項

までを１項ずつ繰り上げる。 

 （亀岡市立中学校設置条例の一部改正） 

３ 亀岡市立中学校設置条例（昭和３９年亀岡市条例第１１号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「第４０条」を「第４９条」に改め、表第５の項を削

り、第６の項を第５の項とし、第７の項を第６の項とし、第８の

項を第７の項とする。 
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亀岡市立義務教育学校設置条例案要綱 

 

 

１ 学校教育法等の一部を改正する法律における学校教育法の一部

改正に伴い、学校教育制度の多様化及び弾力化を図るため、小中

一貫教育の実施を目的とする義務教育学校の制度が創設されたこ

とから、亀岡市立川東小学校及び亀岡市立高田中学校の設置に代

えて、義務教育学校として亀岡市立亀岡川東学園を設置すること。 

 

２ この条例は、平成２９年４月１日から施行すること。 
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